
堺
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
古
文
書
調
査
概
要
（
平
成
一
〇
〜
一
二
年
度
）

当
館
で
は
現
在
、
江
戸
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
約
三
〇
件
の
古
文
書
群
を
所
蔵
し
て
い
る
。

こ
の
活
用
の
た
め
に
、
平
成
一
〇
年
度
よ
り
、
当
館
が
館
蔵
文
書
の
整
理
事
業
に
着
手
し
、
本
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
部
社
会
教
育
課

と
博
物
館
の
専
門
職
員
の
協
力
を
得
て
、
平
成
一
二
年
度
ま
で
に
一
六
件
文
書
、
約
三
三
〇
〇
点
に
つ
き
整
理
・
仮
目
録
作
業
を
終
え
た
。

こ
こ
に
継
続
中
の
整
理
事
業
の
中
間
報
告
を
行
い
、
所
蔵
文
書
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

概
要
の
紹
介
に
先
立
ち
、
当
館
の
所
蔵
す
る
文
書
の
収
蔵
の
経
緯
と
、
今
日
ま
で
の
整
理
と
利
用
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

収
蔵
の
経
緯
は
、
①
昭
和
六
年
、『
堺
市
史
』
編
纂
終
了
後
に
市
史
編
纂
部
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
、
お
よ
び
そ
の
後
数
点
の
寄
贈
資
料
、

②
昭
和
三
九
年
の
『
堺
市
史
続
編
』
編
纂
に
先
立
ち
『
堺
市
史
史
料
』
の
調
査
や
史
料
調
査
の
過
程
で
収
集
（
購
入
）
し
た
も
の
、
③
平
成

二
年
度
か
ら
一
〇
年
度
ま
で
に
図
書
費
で
購
入
し
た
も
の
に
大
別
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
で
、
収
蔵
時
の
整
理
の
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
。

①
昭
和
六
年
に
市
史
編
纂
部
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の

明
治
三
五
年
、
堺
市
史
の
編
纂
を
目
的
と
し
て
史
料
調
査
が
行
わ
れ
た
。
残
念
な
が
ら
そ
の
事
業
は
約
一
年
で
頓
挫
し
市
史
の
公
刊
に
は

至
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
時
の
史
料
探
訪
の
記
録
と
史
料
が
『
堺
史
料
類
纂
』（
五
八
冊
）
と
し
て
当
館
に
残
っ
て
い
る
。
明
治
三
五
年
ま

で
の
刊
本
、
写
真
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
の
抜
書
、
調
査
書
、
そ
の
他
聞
書
の
書
留
、
墓
碑
銘
、
古
記
録
な
ど
の
筆
耕
集
で
あ
る
。

大
正
一
三
年
か
ら
昭
和
五
年
に
か
け
て
の
『
堺
市
史
』
の
編
纂
に
際
し
て
は
、
よ
り
綿
密
な
史
料
調
査
が
行
わ
れ
、『
堺
市
史
史
料
』（
一

四
五
冊
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
編
纂
事
業
終
了
後
、
こ
の
筆
耕
集
『
堺
市
史
史
料
』
と
調
査
記
録
『
史
料
探
訪
目
録
』
を
当
館
が
引
き
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文
書
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
〇
年
度
よ
り
整
理
事
業
に
着
手
し
、
福
島
雅
蔵
・
岡
田
光
代
調
査
指
導
員
の
ご
指
導
の
も
と
に
調
査

員
各
位
の
ご
協
力
に
よ
り
整
理
・
仮
目
録
作
成
を
行
い
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
に
よ
り
閲
覧
用
複
製
資
料
を
作
成
す
る
な
ど
、
よ
り
多

く
の
研
究
者
に
閲
覧
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
環
境
整
備
に
つ
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

調
査
の
経
過
は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
多
く
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
調
査
指
導
員
お
よ
び
調
査
員
の
方
々
に
深
く
感
謝
す

る
次
第
で
あ
る
。

〈
調
査
経
過
〉

調
査
体
制
（
平
成
一
〇
〜
一
二
年
度
）

調
査
指
導
員
　
　
福
島
　
雅
蔵
　
花
園
大
学
名
誉
教
授

佐
藤
　
政
則
　
麗
澤
大
学
国
際
経
済
学
部
教
授

岡
田
　
光
代
　
大
阪
府
立
大
学
経
済
学
部
助
教
授

倉
橋
　
昌
之
　
堺
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
部
社
会
教
育
課
　
平
成
一
二
年
度
よ
り
堺
市
博
物
館
学
芸
課
研
究
員

矢
内
　
一
磨
　
堺
市
博
物
館
学
芸
課
研
究
員

調
査
員
　
　
　
　
荒
武
賢
一
朗
　
上
田
歩
美
　
大
久
保
雅
央
　
太
田
佳
恵
　
加
島
美
和
　
北
林
千
鶴
　
斎
藤
利
彦
　
重
岡
伸
泰

戸
塚
順
子
　
西
本
幸
嗣
　
宮
地
明
子
　
村
上
由
佳
　
山

善
弘
　
山
形
隆
司

調
査
事
務
担
当
　
堺
市
立
中
央
図
書
館
総
務
課
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
係
郷
土
資
料
担
当

堺
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
部
社
会
教
育
課

堺
市
博
物
館
学
芸
課
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継
ぎ
、
昭
和
一
三
年
に
は
『
堺
市
史
史
料
目
録
』『
堺
市
史
史
料
目
録
　
写
真
編
』
を
作
成
し
、
同
様
に
前
述
の
『
堺
史
料
類
纂
』
の
総
目

次
も
作
成
し
て
発
行
し
、
利
用
の
便
を
は
か
っ
て
き
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
禍
に
よ
り
、
そ
こ
に
採
録
さ
れ
た
文
書
原
本
の
多
く
が
消

失
・
散
逸
し
、
こ
れ
ら
の
筆
耕
史
料
で
し
か
み
る
こ
と
の
出
来
な
い
史
料
も
多
い
。

そ
し
て
市
史
編
纂
部
が
収
集
し
た
文
書
と
図
書
資
料
に
つ
い
て
も
同
様
に
当
館
が
引
き
継
ぎ
、
目
録
カ
ー
ド
を
作
成
し
て
整
理
し
、
保
管

し
て
き
た
。

②
昭
和
三
七
年
か
ら
四
三
年
に
収
集
（
購
入
）
し
た
も
の

昭
和
三
九
年
よ
り
『
堺
市
史
続
編
』
を
編
纂
す
る
に
先
立
ち
、
昭
和
三
五
年
か
ら
『
堺
市
史
史
料
』
の
調
査
研
究
を
黒
羽
兵
治
郎
氏
の
協

力
を
得
て
行
っ
た
。
ま
た
、
合
併
に
よ
り
拡
大
し
た
新
市
域
の
史
料
調
査
が
市
史
編
纂
室
で
開
始
さ
れ
る
の
に
あ
わ
せ
て
、
当
館
で
は
昭
和

三
七
年
か
ら
四
三
年
に
か
け
て
、
古
書
店
等
で
販
売
さ
れ
て
い
た
主
に
新
市
域
の
文
書
を
積
極
的
に
収
集
し
た
。
同
時
期
（
昭
和
三
六
年
か

ら
四
二
年
ご
ろ
）
に
旧
蔵
文
書
や
購
入
文
書
に
つ
い
て
、
一
部
、
解
読
整
理
を
行
っ
た
。

③
平
成
二
年
か
ら
一
〇
年
に
購
入
し
た
も
の

近
年
に
お
い
て
は
、
平
成
二
年
ご
ろ
か
ら
、
散
逸
す
る
郷
土
資
料
を
収
集
す
る
た
め
、
古
書
店
等
か
ら
市
域
の
絵
図
、
地
図
類
や
文
書
の

購
入
を
行
い
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

当
館
で
は
、
こ
れ
ら
の
所
蔵
史
料
の
紹
介
と
論
説
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
四
一
年
に
『
堺
研
究
』
を
発
刊
し
た
。
た
と
え
ば
、
創
刊
号
で

「
堺
奉
行
所
『
公
事
訴
訟
御
取
捌
帳
』」（『
堺
史
料
類
纂
』
所
載
）
を
、
第
九
号
で
『
老
圃
歴
史
』（『
堺
市
史
史
料
』
所
載
・
南
治
好
氏
蔵
）

等
を
紹
介
し
て
き
た
。
現
在
も
福
島
雅
蔵
氏
「
堺
廻
り
農
村
の
御
用
留
帳
」
で
『
公
儀
御
触
書
留
帳
』（
当
館
蔵
）
に
つ
い
て
翻
刻
中
で
あ

る
。
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堺
真
宗
寺
文
書
（
六
九
点
）

昭
和
一
三
〜
一
四
年
ご
ろ
受
入
整
理

平
成
一
一
年
整
理
に
際
し
「
個
別
文
書
」
か
ら
独
立

堺
耳
家
文
書
（
七
点
）

大
正
一
四
年
耳
卯
兵
衛
氏
よ
り
市
史
編
纂
部
へ
寄
贈
（
五
六
点
　
冊
子
四
点
を
除
き
巻
子
三
本
に
表
装
）

昭
和
六
年
市
史
編
纂
部
よ
り
引
き
継
ぎ

昭
和
一
三
年
「
個
別
文
書
」
と
し
て
受
入
整
理

平
成
一
一
年
整
理
に
際
し
「
個
別
文
書
」
か
ら
独
立

堺
芝
居
番
付
（
二
三
点
）

昭
和
三
年
市
史
編
纂
部
が
購
入

昭
和
六
年
市
史
編
纂
部
よ
り
引
き
継
ぎ

昭
和
一
三
年
「
個
別
文
書
」
と
し
て
受
入
整
理

平
成
一
一
年
整
理
に
際
し
「
個
別
文
書
」
か
ら
独
立

堺
銀
行
文
書
（
一
七
七
点
）

昭
和
三
七
年
購
入

平
成
一
二
年
度
　
平
成
一
二
年
八
月
一
〜
五
日
、
八
月
二
九
日
〜
九
月
二
日
（
一
〇
日
間
）
整
理
・
仮
目
録
作
業

堺
銀
行
文
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
一
年
度
に
引
き
続
き
、
書
簡
綴
等
九
点
（
約
二
九
〇
〇
通
）
の
細
目
録
を
整
理
　
継
続
中

河
内
国
丹
南
郡
西
村
太
田
家
文
書
（
二
四
四
一
点
）

昭
和
三
七
年
購
入

公
儀
御
触
書
留
帳
（
四
点
）

昭
和
一
五
年
寄
贈

『
堺
研
究
』
一
八
号
か
ら
二
三
号
、
二
八
号
か
ら
現
在
ま
で
翻
刻
中
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調
査
日
程
、
対
象
文
書
の
収
蔵
・
整
理
経
過

平
成
一
〇
年
度
　
平
成
一
一
年
一
月
一
二
〜
三
〇
日
（
六
日
間
）
整
理
・
仮
目
録
作
業

堺
小
西
家
文
書
（
五
八
点
）

昭
和
三
八
年
購
入
　
朱
漆
塗
文
箱
入
　

堺
御
坊
文
書
（
三
一
点
）

昭
和
四
一
年
購
入
　
一
月
と
四
月
の
二
回
に
わ
た
っ
て
受
入
　
吉
祥
文
様
文
箱
入

堺
浄
行
寺
文
書
（
一
二
点
）

平
成
五
年
購
入

堺
舳
松
町
石
津
屋
久
兵
衛
文
書
（
二
二
点
）

平
成
二
年
二
一
点
・
平
成
九
年
一
点
購
入
　
一
括
し
て
整
理

和
泉
国
大
鳥
郡
東
山
新
田
文
書
（
外
山
家
）（
九
一
点
）

平
成
三
年
購
入

和
泉
国
大
鳥
郡
百
済
村
文
書
（
七
九
点
）

平
成
五
年
購
入

和
泉
国
大
鳥
郡
上
石
津
村
文
書
（
三
点
）

平
成
八
年
購
入
　
一
点
と
二
点
に
わ
け
て
木
箱
入
（
箱
書
あ
り
）

河
内
国
丹
南
郡
西
村
文
書
（
一
二
二
点
）

平
成
二
年
購
入
　
黒
漆
塗
文
箱
入

摂
津
国
住
吉
郡
南
嶋
新
田
文
書
（
外
山
家
）（
三
一
点
）

平
成
八
年
購
入

平
成
一
一
年
度
　
平
成
一
一
年
八
月
二
十
四
日
〜
一
〇
月
三
十
日
（
七
日
間
）
整
理
・
仮
目
録
作
業

堺
市
中
関
係
文
書
（
一
〇
八
点
）

昭
和
六
年
市
史
編
纂
部
よ
り
引
き
継
ぎ
　

昭
和
一
三
〜
一
四
年
受
入
整
理
「
個
別
文
書
」
と
呼
称

昭
和
一
八
〜
四
四
年
に
寄
贈
さ
れ
た
堺
市
中
の
文
書
も
一
括

平
成
一
一
年
整
理
に
際
し
「
個
別
文
書
」
を
改
称
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の
海
運
が
利
用
さ
れ
、
取
引
成
立
に
関
す
る
覚
書
や
荷
物
の
船
積
状
、
貝
値
段
の
情
報
伝
達
に
は
陸
路
の
飛
脚
が
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
文
書
群
に
よ
っ
て
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
近
世
の
紀
伊
半
島
海
運
や
堺
と
伊
勢
・
尾
張
の
流
通
ル
ー
ト
の
一
端
が
明
ら
か
に

な
る
と
と
も
に
、「
糸
割
符
商
人
」
経
営
の
多
様
な
一
面
が
示
唆
さ
れ
る
。

（
荒
武
　
賢
一
朗
）

二
　
堺
御
坊
文
書

堺
御
坊
は
、
現
在
、
堺
市
神
明
町
東
三
丁
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
院
で
あ
る
。
信
証
院
と
号
し
、
大
谷
派
堺
別
院
で
あ
っ
た
南

御
坊
に
対
し
北
御
坊
と
称
し
て
い
る
。
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
真
宗
寺
境
内
に
建
て
ら
れ
た
信
証
院
を
継
承
し
た
寺
で
、
本
願
寺
東
西
分

派
後
、
西
本
願
寺
末
に
属
し
た
。

本
文
書
群
は
、
全
三
一
点
で
あ
る
。
内
容
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
①
堺
御
坊
関
係
（
一
点
）
②
顕
如
の
遠
忌
関
係
（
四
点
）
③
如
春
尼
の
遠

忌
関
係
（
五
点
）
④
そ
の
他
の
遠
忌
関
係
⑤
顕
尊
の
誕
生
祝
儀
関
係
⑥
報
恩
講
関
係
（
八
点
）
⑦
そ
の
他
、
で
あ
る
。

①
の
「
堺
御
坊
御
堂
御
道
具
之
留
」
は
、
文
書
群
の
な
か
で
唯
一
の
堺
御
坊
独
自
の
史
料
で
あ
る
。
そ
の
奥
書
に
「
右
之
道
具
、
当
寺
御
堂

御
移
徒
之
時
、
寳
光
寺
・
了
秀
両
人
ニ
、
以
清
右
衛
門
、
真
宗
寺
被
成
御
渡
候
、
則
其
留
也
」
と
あ
り
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
真
宗

寺
に
宝
物
・
什
物
を
渡
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
堺
に
お
け
る
東
西
分
派
を
考
え
る
上
で
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

②
は
、
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
一
一
月
に
遷
化
し
た
本
願
寺
第
十
一
世
顕
如
の
遠
忌
の
際
の
仏
事
・
和
讃
次
第
の
記
録
類
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
三
・
七
・
一
三
回
忌
の
記
録
が
あ
る
。

③
は
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
没
し
た
顕
如
室
如
春
尼
の
遠
忌
の
記
録
類
で
あ
る
。
中
陰
の
際
の
記
録
を
は
じ
め
、
七
・
一
三
・
二

五
回
忌
の
も
の
が
あ
る
。
慶
長
年
間
、
如
春
尼
の
子
・
証
如
の
時
期
の
遠
忌
の
法
要
記
録
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
他
に
④
慈
性
院
・
貞
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な
お
、
市
史
編
纂
部
か
ら
引
き
継
い
だ
り
当
館
が
古
書
店
か
ら
購
入
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
出
所
や
来
歴
が
不
明
の
も
の

も
多
く
、
今
後
の
調
査
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
び
整
理
事
業
の
中
間
報
告
を
行
い
、
文
書
を
公
開
し
研
究
者
に
活
用

し
て
い
た
だ
く
中
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
堺
市
立
中
央
図
書
館
・
郷
土
資
料
担
当
）

一
　
堺
小
西
家
文
書

こ
の
文
書
群
は
五
八
点
か
ら
成
り
、
年
代
的
に
は
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
か
ら
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
の
史
料
が
認
め
ら
れ
る
。

小
西
家
は
、
神
明
町
中
浜
に
店
を
構
え
る
商
家
で
あ
り
、
勘
太
郎
、
治
郎
兵
衛
、
治
郎
右
衛
門
、
清
右
衛
門
と
い
う
当
主
の
名
前
が
窺
え

る
。
堺
商
人
の
象
徴
と
も
い
え
る
「
糸
割
符
商
人
」
の
な
か
に
名
を
連
ね
、
近
世
期
を
通
し
て
堺
と
諸
地
域
を
結
ぶ
商
品
流
通
に
お
い
て
活

躍
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
含
ま
れ
る
文
書
は
、
①
伊
勢
・
尾
張
と
の
貝
取
引
関
係
、
②
糸
割
符
関
係
、
③
奉
公
人
請
状
、
④
金
銭
貸
借
証
文
、
⑤
家
関
係

（
家
屋
敷
譲
渡
、
遺
言
状
、
系
図
な
ど
）
に
大
別
さ
れ
る
。

と
く
に
、
①
に
つ
い
て
の
史
料
が
半
数
を
占
め
、
幕
末
期
に
お
け
る
小
西
家
の
経
営
は
、
貝
類
の
取
引
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
可
能
性

を
示
し
て
い
る
。
取
引
相
手
は
、
尾
張
国
愛
知
郡
下
之
一
色
村
（
現
・
名
古
屋
市
中
川
区
）
や
伊
勢
国
桑
名
城
下
の
今
一
色
町
（
現
・
三
重

県
桑
名
市
）
の
貝
問
屋
で
あ
る
。
両
地
と
も
伊
勢
湾
に
お
け
る
貝
の
産
地
な
ら
び
に
そ
の
流
通
拠
点
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で

（『
下
之
一
色
民
俗
調
査
報
告
』、『
桑
名
市
史
本
編
』）、
主
に
下
之
一
色
村
か
ら
は
「
晒
貝
（
装
飾
品
や
和
菓
子
の
器
に
利
用
す
る
貝
殻
）」、

今
一
色
町
か
ら
は
生
貝
を
仕
入
れ
て
い
る
。
こ
の
貝
類
の
運
送
を
一
手
に
請
け
負
っ
て
い
る
の
は
桑
名
今
一
色
町
の
諸
国
廻
船
問
屋
・
佐
々

部
茂
左
衛
門
で
、
実
際
の
運
搬
業
務
を
行
っ
て
い
る
の
は
淡
路
国
の
廻
船
（
船
頭
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
商
品
輸
送
に
は
紀
伊
半
島
廻
り
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全
二
八
人
で
、
す
べ
て
屋
号
を
も
つ
堺
の
町
人
層
が
名
を
連
ね
て
い
る
。

②
「
宗
旨
人
別
改
帳
」
は
、
家
ご
と
戸
主
を
筆
頭
に
家
族
の
名
と
年
齢
・
居
住
地
を
記
し
た
寺
院
の
基
本
台
帳
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
慶

応
三
年
・
同
四
年
の
二
冊
が
あ
り
、
檀
家
約
五
〇
軒
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
檀
家
は
、
居
住
地
か
ら
堺
市
中
約
七
〇
町
に
わ
た
り
各
々
一
、

二
軒
ず
つ
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
一
軒
ご
と
に
「
米
仲
買
渡
世
」「
毛
綿
渡
世
」「
油
小
売
渡
世
」
な
ど
の
職
業
が
記
さ
れ

て
お
り
、
市
中
の
商
業
活
動
を
知
る
う
え
で
も
重
要
な
史
料
と
な
る
。

③
宗
判
一
件
関
係
は
、「
宗
判
一
件
控
」「
送
り
入
控
」「
送
証
文
入
控
」
と
称
す
る
文
書
群
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
寺
で
取
り
交
わ
さ
れ

た
送
り
証
文
類
（
宗
旨
送
り
証
文
、
縁
組
・
縁
付
証
文
、
往
来
手
形
な
ど
）
を
書
き
留
め
た
帳
面
で
あ
り
、
寛
政
一
一
年
か
ら
明
治
六
年
ま

で
、
ほ
ぼ
連
続
し
て
九
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
寺
の
檀
家
の
な
か
の
戸
口
の
出
入
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
内
容
を
み
れ
ば
、

娘
の
縁
付
け
の
記
載
が
多
く
、
当
時
の
堺
市
中
に
お
け
る
婚
姻
状
況
と
通
婚
圏
を
考
え
る
う
え
で
好
史
料
と
な
る
。

（
西
本
　
幸
嗣
）

四
　
堺
舳
松
町
石
津
屋
久
兵
衛
文
書

本
文
書
群
は
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
か
ら
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
三
月
に
わ
た
る
二
二
点
の
文
書
群
で
あ
る
。
石
津
屋
久
兵
衛
は
、

堺
舳
松
町
の
商
人
と
し
て
金
融
業
と
貸
家
経
営
を
営
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

構
成
と
内
容
は
、
①
堺
新
地
の
竜
神
堂
普
請
の
寄
付
請
取
覚
、
②
外
山
安
次
郎
に
よ
る
少
林
寺
境
内
竹
林
の
調
査
報
告
、
③
金
融
関
係
文

書
、
④
借
家
・
家
財
道
具
の
借
用
証
文
類
、
⑤
家
の
入
用
関
係
文
書
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

①
は
堺
新
地
竜
神
堂
（
善
法
寺
）
の
普
請
寄
付
請
取
で
あ
る
。「
丙
申
六
月
朔
日
」
と
あ
り
、
竜
神
堂
が
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
建

立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
の
年
代
は
天
保
七
年
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
②
に
は
少
林
寺
町
寺
町
に
あ
る
少
林
寺
竹
林
の
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梁
院
の
遠
忌
記
録
も
あ
る
。

⑤
は
、
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
教
如
の
弟
興
正
寺
顕
尊
の
誕
生
記
録
で
あ
る
。
誕
生
祝
儀
・
御
は
ぐ
ろ
祝
儀
等
の
行
事
内
容
を
書
き
上

げ
た
記
録
で
あ
る
。

⑥
宗
祖
親
鸞
の
恩
徳
を
謝
す
る
報
恩
講
に
関
わ
る
記
録
類
は
、
天
正
一
六
・
同
一
八
・
同
一
九
・
慶
長
三
・
同
一
三
年
の
も
の
が
あ
る
。

特
に
、
慶
長
三
年
は
蓮
如
百
年
忌
の
年
に
あ
た
り
、
そ
の
法
要
の
意
味
は
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
①
を
除
く
文
書
群
は
、
本
願
寺
そ
の
も
の
に
関
わ
る
非
常
に
古
い
重
要
史
料
で
あ
る
が
、
文
書
の
形
態
・
筆
跡
か
ら
、
本

願
寺
で
書
き
留
め
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
堺
御
坊
が
近
世
の
段
階
で
、
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
書
群
は
、
堺
御
坊
の
み
な
ら
ず
、

真
宗
史
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
も
の
と
い
え
る
。

（
西
本
　
幸
嗣
）

三
　
堺
浄
行
寺
文
書

浄
行
寺
は
、
現
在
、
堺
市
神
明
町
東
二
丁
に
あ
る
本
願
寺
派
の
寺
院
で
あ
る
。
北
御
坊
（
本
願
寺
派
堺
別
院
）
の
門
前
に
位
置
す
る
。
織

田
信
長
に
領
地
を
没
収
さ
れ
た
八
木
城
（
現
・
岸
和
田
市
）
城
主
萩
野
会
部
丞
が
顕
如
に
帰
依
し
、
和
泉
国
額
原
村
に
浄
行
寺
を
建
立
し
た
。

会
部
丞
の
弟
善
性
は
、
北
御
坊
境
内
に
住
し
て
浄
行
寺
と
号
し
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
現
在
地
に
寺
を
移
転
し
た
。

本
文
書
群
は
、
全
一
二
点
で
あ
る
。
年
代
は
、
寛
政
一
一
年
を
最
古
に
し
て
近
世
後
期
か
ら
幕
末
維
新
期
の
も
の
（
明
治
元
年
ま
で
）
で

あ
る
。
内
容
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
①
寺
普
請
関
係
（
一
点
）
②
宗
旨
人
別
改
帳
（
二
点
）
③
宗
判
一
件
関
係
（
九
点
）
で
あ
る
。
一
二
点
す

べ
て
、
竪
帳
形
態
の
も
の
で
あ
る
。

①
「
庫
裏
普
請
録
」
は
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
庫
裏
を
普
請
す
る
際
の
寄
附
金
と
寄
附
人
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
寄
附
人
は
、
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言
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
な
お
、
東
山
新
田
で
は
木
綿
な
ど
畑
作
の
商
品
作
物
の
栽
培
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
事
実
こ
れ

ら
の
文
書
は
畑
年
貢
に
関
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

残
る
三
点
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
一
点
が
「
ウ
リ
附
控
」
の
文
書
名
を
有
す
る
も
の
の
、
他
二
点
は
付
箋
状
に
な
っ
て
お
り
、
銀
子
勘
定

の
類
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
文
書
は
年
貢
収
納
関
係
の
も
の
が
大
多
数
を
占
め
る
が
、
そ
こ
か
ら
は
、
東
山
新
田
の
経
営
実
態
を
あ
る
程
度
う
か

が
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
書
は
「
摂
津
国
住
吉
郡
南
嶋
新
田
文
書
（
外
山
家
）」（
一
三
八
頁
参
照
）
と
一
対
の
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら
の
文
書
も
参
考
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
新
田
の
経
営
実
態
が
よ
り
詳
細
に
知
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。

（
山

善
弘
）

六
　
和
泉
国
大
鳥
郡
百
済
村
文
書

本
文
書
群
は
七
九
点
か
ら
な
り
、
年
代
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
三
月
か
ら
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
四
月
ま
で
の
も
の
で
あ
り
、

近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
文
書
七
六
点
、
年
不
詳
文
書
三
点
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

近
世
文
書
は
寛
政
期
、
化
政
期
、
嘉
永
期
以
降
の
幕
末
期
の
史
料
に
大
別
さ
れ
る
。

寛
政
期
の
史
料
と
し
て
は
、
寛
政
四
年
三
月
の
去
亥
御
年
貢
皆
済
目
録
や
寛
政
九
年
二
月
の
湯
治
道
中
の
身
元
保
証
の
一
札
等
が
あ
る
。

化
政
期
の
史
料
で
は
戸
口
関
係
と
し
て
人
別
送
り
状
等
が
あ
り
、
幕
末
期
の
史
料
に
は
慶
応
元
年
一
二
月
の
丑
御
年
貢
皆
済
目
録
等
の
史
料

が
あ
る
。

近
代
文
書
は
明
治
元
年
〜
五
年
の
史
料
と
明
治
一
〇
年
〜
一
二
年
の
史
料
に
大
別
さ
れ
る
。

明
治
五
年
ま
で
の
史
料
の
多
く
は
人
別
送
り
状
等
の
戸
口
関
係
の
史
料
で
、
そ
の
他
に
明
治
元
年
九
月
の
年
貢
米
金
札
上
納
伺
書
や
明
治
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由
緒
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
述
に
よ
る
と
、
住
僧
伯
蔵
主
（
は
く
ぞ
う
す
）
が
三
匹
の
白
狐
を
寺
で
育
て
た
よ
う
で
あ
る
が
、
後
欠
の

た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
③
に
は
堺
宿
屋
町
善
教
寺
住
持
正
達
の
借
銀
の
返
済
を
め
ぐ
る
訴
訟
関
係
文
書
が
ま
と
ま
っ
て
伝
存
し
て
い
る
。

住
持
正
達
の
死
後
、
一
〇
年
を
経
て
も
後
継
者
が
決
ま
ら
ず
貸
付
銀
が
返
済
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
訴
状
で
あ
る
。
そ
の
後
善
教
寺
の

跡
を
相
続
し
た
正
顕
を
相
手
に
し
た
訴
訟
に
ま
で
発
展
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
は
積
立
講
の
通
帳
、
借
銀
証
文
が
あ
る
。
④
は
石
津
屋
久
兵
衛

が
営
ん
で
い
た
貸
家
経
営
の
証
文
で
あ
る
。
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
二
月
の
指
屋
喜
兵
衛
の
証
文
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
正
月
の
丹

後
屋
卯
之
助
の
証
文
で
は
「
借
家
請
状
之
事
」
・
「
附
物
一
札
之
事
（
家
財
道
具
借
受
状
）」
が
対
で
揃
っ
て
い
る
。
⑤
に
含
ま
れ
る
「
萬

買
上
物
帳
」
は
茶
道
具
買
い
上
げ
で
あ
る
。
こ
の
記
述
内
容
を
詳
細
に
見
る
と
年
代
の
下
限
は
、
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
ま
で
下
が
る
。

（
大
久
保
　
雅
央
）

五
　
和
泉
国
大
鳥
郡
東
山
新
田
文
書
（
外
山
家
）

本
文
書
群
は
九
一
点
か
ら
な
り
、
年
代
的
に
は
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
か
ら
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
及
ん
で
い
る
。

東
山
新
田
は
、
は
じ
め
堺
奉
行
役
知
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
幕
府
領
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
側
用
人
牧
野
成
貞
知
行
、
宝
永
二

年
（
一
七
〇
五
）
以
降
は
下
総
関
宿
藩
久
世
氏
領
と
い
う
領
主
変
遷
を
辿
っ
て
い
る
。
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
、
三
年
間
は
無
年
貢
、

四
年
目
か
ら
は
銀
納
を
条
件
と
し
て
、
梅
川
（
升
屋
）
七
左
衛
門
と
大
和
屋
長
右
衛
門
が
開
発
の
任
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

寛
政
年
間
（
一
七
九
〇
〜
九
）
に
は
深
井
村
の
外
山
中
蔵
に
売
却
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
本
文
書
は
関
宿
藩
久
世
氏
領
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
多
く
は
外
山
家
が
統
領
を
勤
め
て
い
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
が
年
貢
収
納
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
九
一
点
中
、
実
に
八
八
点
に
も
及
ん
で
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
上
納

通
」
・
「
銀
納
通
」
と
い
っ
た
文
書
名
が
多
く
、「
東
山
新
田
統
領
外
山
平
七
郎
」
か
ら
各
百
姓
に
宛
て
、
年
貢
銀
を
受
け
取
っ
た
旨
の
文
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検
地
帳
は
、
二
冊
共
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
上
石
津
村
は
近
世
前
期
幕
府
領
で
、
延
宝
六
年
一
二
月
八
日
か
ら
検
地
に
着
手

し
、
同
七
年
三
月
八
日
付
で
作
成
・
提
出
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
検
地
担
当
は
岸
和
田
藩
主
岡
部
内
膳
正
行
隆
で
、
検
地
惣
奉
行
は
岡
部
内

膳
正
内
宮
崎
清
兵
衛
・
佐
々
甚
左
衛
門
。
検
地
奉
行
は
、
田
代
市
之
丞
ら
六
名
で
あ
る
。
検
地
帳
か
ら
、
上
石
津
村
に
は
一
三
九
〇
筆
あ
り
、

古
検
高
一
二
五
九
石
二
斗
五
升
、
新
検
高
一
二
二
〇
石
四
斗
四
升
三
合
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
宗
門
改
帳
で
あ
る
が
、
慶
応
二
年
の
上
石
津
村
は
岸
和
田
藩
預
地
で
、
各
戸
単
位
に
、
上
石
津
村
百
姓
で
下
石
津
村
住
居
者
に
つ

い
て
も
調
査
し
、
旦
那
寺
は
、
永
詳
（
祥
）
寺
・
願
行
寺
・
圓
浄
寺
・
慈
光
寺
（
以
上
、
上
石
津
村
）
な
ど
一
五
ヶ
寺
（
他
村
寺
含
）
が
み

え
る
。
た
だ
し
、
合
計
の
家
数
・
人
数
は
未
記
載
（
下
書
か
控
の
可
能
性
）
と
な
っ
て
お
り
、
奥
書
に
、
庄
屋
ら
一
一
名
が
印
形
し
、
鈴
木

町
役
所
宛
に
差
し
出
し
て
い
る
。

以
上
、
三
点
の
文
書
は
、
①
に
結
納
品
受
納
の
旨
を
記
し
た
挟
み
込
み
〔
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
四
月
吉
辰
日
。
深
江
甚
平
よ
り
中

務
光
治
宛
〕
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
深
江
家
（
上
石
津
村
庄
屋
）
が
所
蔵
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
延
宝
検
地
と
戸
口
研
究
の
一
史
料

と
し
て
、
近
世
上
石
津
村
の
様
相
が
み
え
る
。

（
北
林
　
千
鶴
）

八
　
河
内
国
丹
南
郡
西
村
文
書

こ
の
文
書
群
は
一
二
二
点
か
ら
成
り
、
年
代
的
に
は
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
か
ら
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。

西
村
（
現
・
日
置
荘
西
町
）
は
、
幕
領
時
代
を
経
て
館
林
藩
（
秋
元
家
）
領
と
し
て
明
治
維
新
を
迎
え
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に

近
隣
の
北
村
・
原
寺
村
・
田
中
新
田
と
合
併
し
、
日
置
荘
村
（
ひ
き
の
し
ょ
う
む
ら
）
と
な
る
。
こ
の
西
村
文
書
は
同
村
に
居
住
し
て
い
た

平
三
右
衛
門
、
平
左
衛
門
等
を
歴
代
当
主
と
す
る
家
（
本
稿
で
は
平
三
右
衛
門
家
と
仮
称
）
に
伝
来
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
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四
年
一
〇
月
の
庄
屋
退
役
願
書
、
明
治
初
年
の
民
部
省
・
堺
県
・
伯
太
藩
役
人
大
池
林
見
分
の
達
書
等
が
あ
る
。

ま
た
百
済
村
の
う
ち
北
条
組
分
の
史
料
と
し
て
、
明
治
二
年
三
月
の
貢
租
等
の
領
分
限
取
替
一
札
、
明
治
三
年
二
月
の
助
合
米
差
出
シ
候

者
名
前
帳
、
明
治
三
年
一
〇
月
の
村
方
土
蔵
年
貢
米
囲
置
お
よ
び
津
出
し
の
願
書
、
明
治
初
年
の
高
札
場
再
置
願
が
挙
げ
ら
れ
る
。

明
治
一
〇
年
以
降
の
史
料
と
し
て
は
、
明
治
一
二
年
四
月
の
南
郡
池
尻
村
所
在
の
共
有
地
名
簿
等
が
あ
る
。

文
書
群
全
体
の
傾
向
と
し
て
は
人
別
送
り
状
が
比
較
的
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
百
済
村
と
近
隣
の
村
々
と
の
人
々
の
交
流
を
窺
い
知
る
こ

と
が
出
来
る
。

な
お
年
月
日
未
詳
文
書
の
中
に
威
鉄
砲
使
用
許
可
願
が
あ
る
が
、
こ
の
な
か
で
百
済
村
は
「
仁
徳
天
皇
様
御
陵
」
と
「
履
仲
天
皇
様
御
陵
」

に
集
ま
っ
た
多
く
の
野
鳥
に
田
畑
が
荒
ら
さ
れ
る
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
御
陵
近
隣
の
村
と
し
て
の
特
色
が
あ
ら
わ
れ
た

史
料
と
い
え
る
。

（
重
岡
　
伸
泰
）

七
　
和
泉
国
大
鳥
郡
上
石
津
村
文
書

本
文
書
は
、
次
の
三
点
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

①
和
泉
国
大
鳥
郡
上
石
津
村
検
地
帳
　
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
②
和
泉
国
大
鳥
郡
上
石
津
村
検
地
帳
（
写
）

延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）

③
浄
土
真
宗
門
御
改
帳
　
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
三
月

ま
ず
現
状
で
あ
る
が
、
①
③
は
同
一
の
木
箱
、
②
は
単
独
で
木
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
①
に
は
朱
筆
（
後
年
の
加
筆
か
）
が
あ
り
、
②

に
は
近
代
の
罫
紙
〔
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
除
地
高
記
載
〕
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
木
箱
上
蓋
表
に
「
延
宝

七
己
未
年
／
和
泉
国
大
鳥
郡
上
石
津
村
御
検
地
帳
写
／
六
月
十
五
日
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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の
で
、
本
文
書
群
は
外
山
家
以
前
の
新
田
地
主
が
所
有
し
て
い
た
文
書
が
外
山
家
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
の
文
書
で
は
新
田
譲
渡
の
際
に
引
き
継
ぐ
べ
き
文
書
と
し
て
、
検
地
帳
五
冊
、
新
田
絵
図
四
枚
、
免
状
八
八
枚
、
皆
済
目
録
六
二
枚
、

国
役
手
形
四
枚
、
宗
門
帳
二
一
冊
、
五
人
組
帳
六
冊
、
小
作
反
別
帳
一
冊
、
明
細
帳
一
冊
、
惣
百
姓
連
判
帳
并
前
書
一
冊
、
汐
抜
井
路
御
改

反
別
帳
二
冊
、
内
百
姓
制
禁
帳
一
冊
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
残
念
な
が
ら
現
存
し
て
い
な
い
が
、
新
田
売
買
の
際
に
い
か

な
る
文
書
が
そ
れ
に
伴
っ
て
移
動
し
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
②
の
文
書
は
新
田
内
の
借
家
の
賃
貸
契
約
条
件
が
記

さ
れ
て
お
り
、
新
田
経
営
の
在
り
方
の
一
端
が
窺
え
る
。
③
の
文
書
で
は
大
和
川
堤
防
の
決
壊
被
害
を
理
由
と
し
て
新
田
経
営
の
窮
状
を
訴

え
て
お
り
、
大
和
川
河
口
に
位
置
す
る
当
新
田
の
特
徴
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
④
の
文
書
は
堤
防
の
欠
損
に
伴
い
土
地
の
境
界
を
改
め
て

確
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
近
世
後
期
の
当
新
田
の
概
要
が
知
ら
れ
る
。
⑤
の
文
書
は
一
筆
ご
と
の
田
地
の
測
量
図
で
あ
り
、
明
治
期
の
当
新

田
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
史
料
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
文
書
は
多
様
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
と
も
に
、
近
世
か
ら
明
治
三
八
年
に
同
新
田
が
売
却
さ
れ
る
ま
で
の
変
遷
の
概

要
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
史
料
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
山
形
　
隆
司
）

一
〇
　
堺
市
中
関
係
文
書

当
館
蔵
「
堺
市
中
関
係
文
書
」
は
、
堺
市
中
の
町
（
農
人
町
を
含
む
）
お
よ
び
市
中
近
郊
の
新
田
な
ど
に
関
す
る
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明

治
時
代
に
か
け
て
の
文
書
約
百
点
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
六
年
に
『
堺
市
史
』
編
纂
事
業
が
完
了
し
た
後
、
市
が
編
纂
の
た
め
に
収
集
購
入
し
た
古
文
書
は
図
書
館
の
所
管
に
な
っ
た
。
昭
和

三
六
年
ご
ろ
か
ら
こ
れ
ら
の
文
書
は
整
理
さ
れ
、
一
所
に
伝
来
し
た
ま
と
ま
っ
た
文
書
群
で
は
な
い
こ
と
か
ら
「
個
別
文
書
」
の
名
称
で
一
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内
容
と
し
て
は
、
①
元
禄
年
間
及
び
延
享
・
寛
延
・
文
化
・
文
政
年
間
の
年
貢
関
係
、
②
菜
種
・
麦
売
買
関
係
、
③
奉
公
人
請
状
、
④
小

作
請
負
証
文
類
、
⑤
金
融
貸
借
関
係
に
分
類
で
き
る
。
つ
ま
り
、
①
は
西
村
の
村
政
に
関
わ
る
公
的
文
書
、
②
か
ら
⑤
は
平
三
右
衛
門
家
の

経
営
に
つ
い
て
の
私
的
文
書
で
あ
る
。

①
は
西
村
の
支
配
に
関
す
る
免
状
（
年
貢
割
付
書
類
）
で
あ
り
、
元
禄
期
に
は
幕
領
代
官
の
辻
弥
五
右
衛
門
、
設
楽
喜
兵
衛
、
小
川
藤
左

衛
門
、
万
年
長
十
郎
か
ら
発
給
さ
れ
、
西
村
庄
屋
・
年
寄
・
惣
百
姓
方
へ
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
村
高
は
、
元
禄
二
年
か
ら
明
治
維
新
に
至
る

ま
で
九
一
五
石
三
斗
九
升
七
合
で
変
動
は
な
い
。
②
に
は
平
三
右
衛
門
家
の
菜
種
取
引
に
つ
い
て
の
史
料
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
書

類
か
ら
西
村
内
、
あ
る
い
は
原
寺
村
か
ら
菜
種
を
入
手
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
③
の
奉
公
人
受
け
入
れ
を
含
め
て
「
日
置
荘
村
」

地
域
内
に
お
け
る
諸
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
④
な
い
し
⑤
か
ら
は
西
村
お
よ
び
近
接
村
々
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
他
の
丹
南
郡
村
々
や
八

上
郡
下
と
の
金
融
貸
借
関
係
の
事
実
が
窺
え
る
。

以
上
の
内
容
か
ら
、
西
村
に
関
す
る
村
政
の
動
向
や
平
三
右
衛
門
家
の
経
営
状
況
を
詳
細
に
示
す
史
料
群
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

が
、
さ
ら
に
近
隣
村
々
の
記
録
と
の
照
合
か
ら
、
こ
の
地
域
全
体
の
社
会
構
造
解
明
に
つ
な
が
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
荒
武
　
賢
一
朗
）

九
　
摂
津
国
住
吉
郡
南
嶋
新
田
文
書
（
外
山
家
）

本
文
書
群
は
三
一
点
か
ら
な
り
、
年
代
は
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
か
ら
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
内
容
は
新

田
経
営
に
関
す
る
も
の
で
、
①
天
明
二
年
に
南
嶋
・
平
田
新
田
が
売
却
さ
れ
た
時
の
引
継
文
書
の
目
録
、
②
天
明
六
年
の
借
家
証
文
、
③
天

保
一
三
年
の
助
郷
関
係
文
書
、
④
弘
化
四
年
に
地
境
・
川
幅
を
確
定
し
た
書
上
、
⑤
明
治
三
三
年
の
南
嶋
・
弥
三
次
郎
・
平
田
新
田
の
測
量

図
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。『
三
宝
村
誌
』
に
よ
れ
ば
、
南
嶋
新
田
が
外
山
平
七
郎
の
所
有
と
な
る
の
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
で
あ
る
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点
で
、
内
訳
は
、
Ａ
宗
旨
人
別
改
帳
類
三
六
点
、
Ｂ
本
山
東
本
願
寺
法
主
家
一
門
お
よ
び
主
要
寺
院
に
関
す
る
法
会
・
儀
式
等
の
記
録
類
三

一
点
、
Ｃ
そ
の
他
の
聞
書
類
等
二
点
で
あ
る
。

Ａ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
か
ら
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
ま
で
の
文
書
で
、
当
時
の
家
族
構
成
等
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
基
礎
史
料
で
あ
る
。
記
載
さ
れ
た
堺
市
中
の
町
名
と
し
て
は
、
享
和
三
年
九
月
付
「
宗
旨
御
改
帳
」
で
は
、
戎
町
六
間
筋
・
九
間
町

浜
・
北
木
挽
町
等
一
二
の
町
名
が
あ
る
。
そ
の
中
で
北
鏡
屋
町
を
最
初
に
置
い
て
い
る
の
は
、
屋
号
を
越
前
屋
と
称
し
北
庄
村
庄
屋
を
兼
ね

た
豪
商
で
、
居
宅
が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
檀
家
筆
頭
山
口
久
右
衛
門
家
の
居
住
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
付
「
春
秋
町
方
村
方
宗
旨
改
人
別
記
」
で
は
、
近
接
す
る
「
堺
廻
り
四
か
村
」
の
湊
・
北
庄
・
中
筋
、
お
よ
び
井

関
新
町
・
安
立
町
四
町
目
の
住
民
が
「
二
月
改
」
の
、
堺
市
中
の
住
民
が
「
九
月
改
」
の
対
象
で
あ
る
等
、
町
方
と
村
方
を
区
別
し
て
い
る
。

近
在
の
数
カ
寺
の
同
一
宗
派
寺
院
で
は
、
本
山
や
公
儀
の
触
類
等
の
伝
達
、
あ
る
い
は
相
互
の
連
帯
・
扶
助
・
警
戒
を
目
的
と
し
た
教
団

組
織
と
し
て
「
組
寺
制
度
」
を
つ
く
っ
て
い
た
。
中
本
寺
（
触
頭
）
真
宗
寺
は
組
頭
と
し
て
、
浄
得
寺
（
堺
市
錦
之
町
東
二
丁
）、
専
妙
寺

（
堺
市
柳
之
町
東
二
丁
旧
在
）、
常
通
寺
（
堺
市
寺
地
町
西
三
丁
）
と
「
真
宗
寺
組
」
を
形
成
し
て
い
た
。
本
文
書
に
散
見
す
る
専
妙
寺
は
組

寺
寺
院
で
あ
っ
た
が
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
九
月
付
「
宗
旨
人
別
帳
」
に
、「
専
妙
寺
無
住
預
組
頭
真
宗
寺
当
番
役
者
正
覚
寺
」
と
あ

る
よ
う
に
、
幕
末
頃
に
は
無
住
状
態
で
、
組
頭
の
真
宗
寺
と
そ
の
当
番
役
正
覚
寺
が
寺
務
を
代
行
し
て
い
る
。
専
妙
寺
が
慶
応
二
年
（
一
八

六
六
）
廃
寺
に
至
る
経
緯
と
、「
組
寺
制
度
」
の
あ
り
方
を
伺
う
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
真
宗
寺
は
「
五
箇
寺
衆
」
で
あ
る
と
と
も
に
中

本
寺
で
も
あ
っ
た
た
め
、
寺
務
を
司
る
役
寺
が
置
か
れ
て
い
た
。
真
宗
寺
の
寺
家
と
し
て
正
安
寺
（
現
、
廃
寺
）
の
名
が
『
堺
市
史
』
に
記

さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
書
か
ら
役
寺
と
し
て
正
念
寺
・
正
覚
寺
・
善
正
寺
な
ど
の
名
が
見
ら
れ
、
真
宗
寺
の
組
織
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。Ｂ

の
グ
ル
ー
プ
は
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
九
月
付
「
教
如
上
人
五
十
年
御
法
事
之
記
」
や
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
五
月
二
二
日
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括
さ
れ
た
。
今
回
の
整
理
で
は
よ
り
利
用
し
や
す
く
す
る
た
め
に
従
来
の
「
個
別
文
書
」
の
称
を
廃
し
て
、「
個
別
文
書
」
の
グ
ル
ー
プ
の

な
か
か
ら
堺
市
中
関
係
の
も
の
を
「
堺
市
中
関
係
文
書
」
の
分
類
名
称
の
も
と
に
ま
と
め
て
い
る
。

内
容
と
し
て
は
、
市
中
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
と
個
別
町
や
個
別
の
新
田
に
か
か
わ
る
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
に
は
、
惣
年
寄
由

緒
書
（
嘉
永
六
年
）、
堺
南
北
大
工
仲
間
定
書
（
元
禄
八
年
）
や
糸
割
符
由
緒
書
（
嘉
永
四
年
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
市
中
の
職
人
・
商
人

集
団
に
関
す
る
史
料
、
幕
末
の
港
の
台
場
建
築
に
関
す
る
史
料
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
堺
の
市
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
仲
間
組
織
の

由
緒
や
市
中
で
の
商
業
活
動
の
沿
革
を
知
る
う
え
で
重
要
な
史
料
と
な
る
。

後
者
に
は
、
絹
屋
町
、
車
農
人
町
な
ど
個
別
町
の
水
帳
、
車
農
人
町
、
北
材
木
農
人
町
な
ど
の
個
別
町
の
宗
旨
人
別
帳
、
北
材
木
農
人
町
、

車
農
人
町
の
町
入
用
勘
定
帳
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
個
別
町
の
水
帳
や
宗
旨
人
別
帳
か
ら
は
、
近
世
堺
の
町
の
規
模
と
住
民
の
あ
り
よ
う
を

部
分
的
で
は
あ
る
が
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
町
入
用
勘
定
帳
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
時
期
の
も
の
が
残
っ
て
お

り
、
町
入
用
の
用
途
が
激
動
期
の
時
代
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
興
味
深
い
。

一
所
に
伝
来
し
た
文
書
群
で
は
な
い
た
め
、
ま
と
ま
り
を
欠
く
面
も
あ
る
が
、
第
二
次
大
戦
の
戦
災
に
よ
っ
て
、
堺
市
中
の
多
く
の
文
書

が
焼
失
し
て
い
る
現
在
、
本
史
料
の
持
つ
価
値
は
大
き
い
。

大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
か
ら
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
か
け
て
『
堺
市
史
』
の
編
纂
の
た
め
に
収
集
さ
れ
た
史
料
を
筆
耕
し
た

「
堺
市
史
史
料
」（
当
館
蔵
）
と
あ
わ
せ
て
調
べ
る
こ
と
で
、
堺
の
都
市
史
に
つ
い
て
有
益
な
成
果
が
期
待
で
き
る
。

（
矢
内
　
一
磨
）

一
一
　
堺
真
宗
寺
文
書

真
宗
寺
（
堺
市
神
明
町
東
三
丁
）
は
、
本
山
東
本
願
寺
「
五
箇
寺
衆
」
と
し
て
別
格
の
寺
格
を
誇
っ
た
寺
院
で
あ
る
。
本
文
書
群
は
六
九
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買
を
始
め
て
も
よ
い
、
と
い
う
、
結
果
的
に
堺
の
漁
船
に
対
し
て
有
利
な
形
で
一
旦
決
着
し
た
も
の
の
、
後
日
新
た
な
出
入
り
が
発
生
し
数

年
に
わ
た
っ
て
も
め
る
こ
と
と
な
る
。

二
巻
目
は
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
か
ら
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
ま
で
の
史
料
で
、
紙
屋
善
兵
衛
と
新
在
家
町
濱
宵
屋
治
兵
衛
に
よ

る
尼
崎
「
さ
こ
船
」
に
対
す
る
狼
籍
を
咎
め
る
旨
の
出
入
り
を
初
め
と
し
て
、
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
の
魚
沖
買
仲
間
定
覚
書
や
漁
船
の

新
規
所
持
願
、
ま
た
銀
子
借
用
証
文
や
家
質
証
文
、
家
屋
敷
の
永
代
売
渡
証
文
な
ど
も
見
ら
れ
る
。

三
巻
目
は
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
か
ら
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
史
料
で
、
漁
船
の
譲
渡
証
文
や
漁
船
の
冥
加
銀
の
上
納
覚
、

ま
た
尼
崎
貝
潜
中
や
「
つ
き
じ
」
貝
潜
中
よ
り
の
書
状
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
他
に
宗
旨
受
状
や
和
田
宮
へ
の
寄
進
の
覚
な
ど
も
あ
り
、
多
岐

に
渡
っ
て
い
る
。

漁
師
同
士
の
漁
場
争
論
の
史
料
は
数
多
く
残
さ
れ
、
研
究
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
魚
の
売
買
に
お
け
る
争
論
の
史
料
は
珍
し
く
、
生
魚
売

買
に
関
す
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
漁
師
と
魚
仲
買
・
魚
問
屋
の
関
係
と
そ
の
営
業
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
端
緒
に
な
り
え
る
史

料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
泉
州
地
域
に
お
け
る
漁
業
・
魚
売
買
に
関
す
る
史
料
は
数
少
な
く
、
地
域
史
を
研
究
す
る
上
で
も
貴
重
な
史

料
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
上
田
　
歩
美
）

一
三
　
堺
芝
居
番
付

当
館
蔵
「
堺
芝
居
番
付
」
は
、
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
か
ら
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
ま
で
の
堺
新
地
南
芝
居
・
新
地
北
芝
居
に
お

け
る
芝
居
興
行
の
役
割
番
付
や
断
簡
の
絵
尽
し
な
ど
二
三
点
よ
り
な
る
。

当
館
に
収
蔵
さ
れ
た
お
り
、
史
料
名
と
し
て
「
中
村
富
十
郎
在
堺
当
時
芝
居
番
付
外
一
種
」
と
付
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
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付
「
悉
成
院
様
（
東
本
願
寺
一
九
世
法
主
乗
如
実
母
）
御
収
骨
御
墓
供
養
之
記
」
等
、
本
山
と
宗
門
主
要
寺
院
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
真

宗
寺
は
、「
五
箇
寺
衆
」
と
し
て
本
山
の
法
会
・
声
明
の
作
法
、
年
中
行
事
等
の
本
山
儀
式
の
中
枢
部
を
司
る
立
場
で
あ
っ
た
た
め
、
諸
法

会
や
儀
式
に
関
す
る
記
録
類
が
書
写
、
所
蔵
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
文
書
群
は
、
件
数
も
僅
か
で
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
堺
市
中
の
動
静
は
も
と
よ
り
、「
組
寺
制
度
」
の
組
頭
と
し
て
の
側
面
と
「
五
箇

寺
衆
」
の
一
員
と
し
て
の
側
面
を
記
し
た
も
の
と
し
て
、
堺
市
中
の
寺
院
組
織
と
近
世
東
本
願
寺
史
の
解
明
の
一
助
と
も
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
。

（
倉
橋
　
昌
之
）

一
二
　
堺
耳
家
文
書

本
文
書
群
は
、
堺
の
料
亭
耳
卯
楼
を
営
ん
で
い
た
耳
卯
兵
衛
氏
よ
り
、
大
正
一
四
年
に
市
史
編
纂
部
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

う
ち
五
二
点
は
、
昭
和
三
年
に
同
編
纂
部
に
よ
り
時
系
列
に
ま
と
め
て
三
本
の
巻
子
に
表
装
し
な
お
さ
れ
て
い
る
。
巻
子
三
本
の
ほ
か
、
寄

進
帳
や
講
の
加
入
帳
と
い
っ
た
冊
子
の
史
料
が
四
点
あ
り
、
現
在
の
総
点
数
は
七
点
で
あ
る
。

耳
家
は
、
古
く
か
ら
堺
で
漁
業
に
携
わ
っ
た
家
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
屋
号
な
ど
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、『
堺
市
史
』
第
六
巻
資
料
編
、『
堺
市
史
』
続
編
第
五
巻
、『
堺
市
史
史
料
』
に
も
数
点
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
調
査
し
た

史
料
群
に
は
そ
れ
ら
に
関
連
し
た
史
料
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

一
巻
目
は
延
享
五
年
（
寛
延
元
年
・
一
七
四
八
）
の
史
料
で
、
新
在
家
町
濱
・
芦
原
町
の
漁
師
と
紙
屋
善
兵
衛
と
の
間
で
起
き
た
複
数
の

出
入
り
に
つ
い
て
の
史
料
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
出
入
り
は
、
堺
で
も
尼
崎
で
も
先
に
船
着
し
た
方
か
ら
先
に
売
買
を
始
め
て
も
よ

い
が
、
も
し
双
方
の
舟
が
同
時
に
船
着
し
た
場
合
は
堺
の
船
が
優
先
し
て
売
買
す
る
こ
と
、
夜
の
内
に
船
着
し
た
場
合
は
船
着
し
た
順
に
売
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本
史
料
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
現
在
、『
堺
研
究
』
誌
上
に
お
い
て
「
堺
廻
り
農
村
の
御
用
留
帳
」
と
し
て
翻
刻
中
で
あ
る
。

本
史
料
の
概
要
に
つ
い
て
は
、『
堺
研
究
』
一
八
号
の
森
杉
夫
氏
に
よ
る
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
五
　
河
内
国
丹
南
郡
西
村
太
田
家
文
書

１

本
文
書
群
は
河
内
国
丹
南
郡
西
村
（
日
置
村
・
日
置
西
村
と
も
称
す
る
。
現
・
日
置
荘
西
町
）
の
幕
末
維
新
期
の
村
役
人
で
あ
っ
た
太
田

家
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
文
書
点
数
は
二
四
四
一
点
、
年
代
は
寛
永
二
一
年
（
＝
正
保
元
年
、
一
六
四
四
）
か
ら
明
治
四
五
年

（
一
九
一
二
）
の
二
七
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
い
る
。

西
村
は
幕
府
領
か
ら
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
武
蔵
国
川
越
藩
秋
元
氏
の
領
知
と
な
っ
た
。
秋
元
氏
は
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
出
羽

国
山
形
藩
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
上
野
国
館
林
藩
に
移
封
さ
れ
て
い
る
が
、
西
村
は
引
き
続
き
同
氏
の
領
知
と
し
て
明
治
に
至
っ
て
い

る
。
村
高
は
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
の
検
地
帳
（『
日
置
荘
町
誌
』）
で
は
八
〇
四
石
余
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
検
地
帳
で
は
九
一

五
石
余
で
、
以
後
変
化
は
な
い
。
家
数
・
人
口
に
つ
い
て
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
一
六
九
軒
・
七
二
八
人
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四

三
）
に
一
六
五
軒
・
七
六
八
人
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
一
五
四
軒
・
六
三
七
人
と
い
う
数
値
が
知
ら
れ
て
い
る
（
同
前
）。

な
お
本
文
書
の
一
部
は
『
堺
市
史
続
編
』
第
五
巻
資
料
編
に
「
日
置
荘
西
村
文
書
」
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

２

幕
末
期
の
太
田
家
の
当
主
平
左
衛
門
は
、
宗
門
改
帳
に
よ
る
と
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
「
年
寄
格
」
・
同
六
年
「
庄
屋
格
」
・
慶
応

二
年
（
一
八
六
六
）「
庄
屋
席
」
を
勤
め
、
さ
ら
に
平
左
衛
門
の
子
と
思
わ
れ
る
太
田
平
治
（
平
次
と
も
あ
る
）
が
、
明
治
三
年
（
一
八
七

〇
）
に
は
「
庄
屋
」、
同
五
年
以
降
は
「
戸
長
」（
庄
屋
の
名
称
を
変
更
）
と
し
て
史
料
中
に
現
わ
れ
て
い
る
。
平
治
の
「
戸
長
」
の
肩
書
は
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二
代
目
中
村
富
十
郎
が
、
堺
に
お
け
る
興
行
に
出
勤
し
た
際
の
役
割
番
付
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
①
年
・
外
題
な
ど
不

明
の
絵
尽
し
断
簡
②
新
地
南
芝
居
歌
舞
伎
芝
居
役
割
番
付
一
六
点
③
新
地
南
芝
居
浄
瑠
璃
役
割
番
付
一
点
④
新
地
北
芝
居
歌
舞
伎
芝
居
番
付

一
点
⑤
新
地
北
芝
居
浄
瑠
璃
役
割
番
付
一
点
⑥
堺
南
嶋
芝
居
照
葉
狂
言
番
付
一
点
⑦
堺
芝
居
照
葉
狂
言
番
付
一
点
⑧
大
坂
道
頓
堀
中
之
芝
居

（
中
座
）
役
割
番
付
一
点
、
計
二
三
点
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
本
史
料
の
中
核
と
な
る
②
一
六
点
の
う
ち
、
一
二
点
が
新
地
南
芝
居
に
お
け
る

二
代
目
中
村
富
十
郎
出
勤
時
の
役
割
番
付
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
二
興
行
分
の
同
一
興
行
役
割
番
付
が
二
点
づ
つ
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
番

付
を
照
会
す
る
と
、
狂
言
の
追
加
や
入
れ
替
え
な
ど
が
確
認
で
き
る
。
⑥
⑦
は
興
行
時
期
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
新
地
南
芝
居
、
新
地
北
芝

居
ど
ち
ら
か
で
の
興
行
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
芝
居
小
屋
は
確
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
②
か
ら
⑦
二
〇
点
の
う
ち
、
新
地
に
あ
っ

た
芝
居
茶
屋
濱
田
屋
の
印
が
あ
る
も
の
が
一
六
点
あ
り
、
そ
の
う
ち
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
五
月
新
地
南
芝
居
役
割
番
付
一
点
の
印
を
み

る
と
、「
濱
田
屋
改
ひ
な
菊
」
と
あ
り
、
濱
田
屋
が
弘
化
二
年
五
月
段
階
で
改
名
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ
し
、
弘
化
二
年
以
降

も
濱
田
屋
の
印
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、「
ひ
な
菊
」
印
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
改
名
後
、
も
と
の
店
名
に
も
ど
し
た
か
、
あ
る
い
は
店
名

を
併
存
し
て
使
用
し
た
か
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
本
史
料
の
大
半
に
濱
田
屋
の
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
濱
田
屋
か
か
り
の
見
物

の
も
の
が
伝
存
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
他
に
も
「
森
本
屋
」
あ
る
い
は
「
新
地
森
本
屋
」
と
墨
書
さ
れ
る
役
割
番
付
三
点
を
確
認
で
き

る
。
森
本
屋
と
は
新
地
に
あ
っ
た
芝
居
茶
屋
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
な
い
芝
居
茶
屋
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
史
料
は
、
堺
は
も
ち
ろ
ん
、
幕
末
期
の
上
方
歌
舞
伎
を
考
察
す
る
上
で
も
大
変
重
要
で
あ
り
、
有
益
な
研
究
成
果
を
も
た

ら
す
原
動
力
と
な
る
史
料
と
考
え
ら
れ
る
。

（
斉
藤
　
利
彦
）

一
四
　
公
儀
御
触
書
留
帳
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領
主
と
の
関
係
で
は
、
調
達
銀
や
拝
借
銀
に
つ
い
て
の
史
料
が
み
ら
れ
る
。
幕
末
期
の
拝
借
銀
の
返
済
は
廃
藩
後
堺
県
が
行
な
う
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
明
治
維
新
を
挟
ん
で
藩
と
領
民
と
の
間
の
債
務
関
係
の
処
理
の
一
端
が
窺
え
る
。

こ
の
ほ
か
地
域
社
会
に
関
わ
る
史
料
と
し
て
、
狭
山
池
を
は
じ
め
と
す
る
溜
池
の
普
請
や
利
用
を
め
ぐ
る
規
則
書
、
若
者
仲
間
の
取
り
締

り
、
神
社
の
合
祀
な
ど
、
大
き
な
ま
と
ま
り
は
な
い
も
の
の
様
々
な
史
料
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
明
治
六
年
に
狭
山
の
郷
学
校
の
分

校
と
し
て
西
村
に
設
置
さ
れ
た
「
啓
蒙
学
館
」
に
関
す
る
一
連
の
史
料
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。『
堺
市
史
続
編
』
第
一
巻
に
あ
る
「
日
置

荘
啓
蒙
学
館
」
の
項
の
記
述
は
本
史
料
に
基
づ
い
て
お
り
、
黎
明
期
の
学
校
教
育
の
様
子
を
具
体
的
に
伝
え
て
い
る
。

次
に
、
家
に
関
す
る
私
的
文
書
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
こ
れ
は
寛
政
期
頃
か
ら
の
も
の
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
菜
種
・
米
な
ど
の
売
渡
証

あ
る
い
は
代
銀
受
取
証
、
奉
公
人
請
状
、
小
作
証
文
、
借
銀
証
文
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
同
家
は
菜
種
・
米
生
産
を
中

心
と
し
た
農
業
経
営
お
よ
び
地
主
経
営
、
貸
し
銀
業
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
菜
種
の
生
産
・
販
売
は
同
家
の
み
な
ら
ず
丹
南
郡

一
帯
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
明
治
二
年
二
月
に
平
左
衛
門
の
忰
信
之
介
は
館
林
藩
に
対
し
て
、
絞
油
を
特
産
物
と
し
て
生
産
を
奨
励
す

る
よ
う
意
見
書
を
提
出
し
て
い
る
（「
河
内
館
林
領
国
益
産
物
油
目
論
見
帳
」）。
な
お
、
弘
化
五
年
の
宗
門
改
帳
に
は
平
左
衛
門
の
肩
書
に

「
酒
造
人
高
持
」
と
あ
り
酒
造
業
も
営
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
経
営
史
料
は
な
く
、
嘉
永
七
年
に
酒
造
株
と
道
具
類
を
堺
の
阿

波
屋
喜
兵
衛
に
貸
し
出
す
と
い
う
約
定
書
、
お
よ
び
そ
の
後
の
阿
波
屋
と
の
出
入
（
訴
訟
）
に
関
し
て
の
史
料
が
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
文
書
群
に
含
ま
れ
て
い
る
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
明
治
七
・
八
年
の
旧
丹
南
藩
士
族
へ
の
家
禄
渡
し
帳
や
家
禄
奉
還

願
書
な
ど
が
あ
る
。
丹
南
藩
（
高
木
氏
）
は
丹
南
郡
丹
南
（
現
・
松
原
市
）
に
陣
屋
を
構
え
、
河
内
国
を
中
心
に
一
万
石
の
領
知
を
持
つ
譜

代
の
小
藩
で
あ
っ
た
。
廃
藩
後
の
旧
藩
士
の
生
活
の
一
端
を
示
す
興
味
深
い
史
料
と
い
え
る
。

（
２
）
明
治
期

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
頃
以
降
は
太
田
家
の
私
的
文
書
が
中
心
で
あ
り
、
太
田
平
治
と
そ
の
子
亮
治
郎
宛
の
、
①
小
作
証
文
（「
下
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明
治
九
年
ま
で
確
認
で
き
、
こ
の
頃
を
境
と
し
て
文
書
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
か
ら
幕
末
維
新
期
ま

で
は
西
村
の
村
方
文
書
が
多
く
含
ま
れ
、
明
治
一
〇
年
以
降
は
太
田
家
の
私
的
文
書
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
前
者
を
近

世
〜
幕
末
維
新
期
、
後
者
を
明
治
期
と
区
分
し
、
さ
ら
に
年
代
未
詳
分
に
つ
い
て
構
成
と
内
容
を
説
明
し
て
い
く
。
な
お
点
数
は
近
世
〜
幕

末
維
新
期
が
約
九
五
〇
点
、
明
治
期
が
五
〇
〇
点
弱
、
年
代
未
詳
が
約
一
〇
〇
〇
点
で
あ
る
。

（
１
）
近
世
〜
幕
末
維
新
期

ま
ず
西
村
の
村
方
文
書
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
こ
れ
は
平
左
衛
門
が
村
役
人
と
な
り
村
の
重
要
な
文
書
を
引
き
継
い
だ
結
果
残
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

最
も
古
い
年
代
の
寛
永
二
一
年
（
一
六
四
四
）「
申
年
当
所
御
取
ケ
下
札
写
」（
年
貢
免
状
）
か
ら
寛
延
期
（
一
七
四
八
〜
五
〇
）
ま
で
は

免
状
・
免
割
帳
・
皆
済
目
録
と
い
っ
た
年
貢
関
係
史
料
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
以
降
年
貢
関
係
史
料
は
文
化
・
文
政
期
の
免
状
を
中
心
に
明

治
六
年
（
一
八
七
三
）
ま
で
断
続
的
に
残
さ
れ
て
お
り
、
長
期
的
な
年
貢
賦
課
の
状
況
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
宗
門
改
帳
は
西

村
の
場
合
、
村
内
の
称
念
寺
を
檀
那
寺
と
す
る
者
（「
大
念
仏
宗
称
念
寺
旦
那
」）
・
同
じ
く
大
念
寺
を
檀
那
寺
と
す
る
者
（「
浄
土
真
宗
大

念
寺
旦
那
」）
・
村
外
の
寺
を
檀
那
寺
と
す
る
者
（「
宗
門
人
別
改
之
帳
」）
の
三
部
に
分
け
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）

か
ら
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
ま
で
の
も
の
が
断
続
的
に
あ
り
、
必
ず
し
も
各
年
三
部
が
揃
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
村
の
集
計
お

よ
び
前
年
比
の
増
減
を
記
し
た
「
宗
門
人
別
奥
〆
帳
」
が
同
期
間
に
五
冊
あ
る
こ
と
か
ら
、
幕
末
期
の
人
口
推
移
が
ほ
ぼ
わ
か
る
。
検
地
帳

は
な
く
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
検
地
の
「
奥
寄
」（
集
計
）
部
分
の
写
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
名
寄
帳
の
類
も
な
い
た
め
持
高
階
層

構
成
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
の
「
村
中
高
附
名
前
帳
」
お
よ
び
安
政
三
年
〜
明
治
五
年
の
一
七
年
間
う

ち
六
年
分
が
残
っ
て
い
る
「
五
人
組
高
附
名
前
帳
」
で
あ
る
。
御
用
留
類
は
明
治
三
・
四
年
の
二
冊
が
あ
る
の
み
で
、
村
の
基
本
的
な
文
書

で
あ
る
村
明
細
帳
・
小
入
用
帳
な
ど
は
残
念
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
な
い
。
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購
入
し
た
別
文
書
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
本
文
書
に
も
堺
銀
行
関
係
の
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
太
田
平
治

が
一
時
堺
銀
行
の
頭
取
を
務
め
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
『
堺
市
史
続
編
』
で
は
本
文
書
が
「
日
置
荘
西
村
文
書
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
も
と
も
と
一
つ
の
「
太
田
家
文
書
」
と
し
て
購
入
し
た
も
の
を
図
書
館
で
の
整
理
段
階
で
本
文
書
と
「
堺
銀
行
文
書
」
と
に
分
離

し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
た
だ
し
分
離
は
不
完
全
で
あ
っ
た
）。
ま
た
「
河
内
国
丹
南
郡
西
村
文
書
」（
一
三
七
頁
参
照
）
も
、

図
書
館
へ
の
受
入
時
期
は
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
と
か
な
り
離
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
文
書
で
欠
落
し
て
い
る
元
禄
期
を
中
心
と
し
た
年

貢
免
状
が
含
ま
れ
て
い
た
り
、
平
左
衛
門
の
名
が
見
え
る
こ
と
、
史
料
内
容
か
ら
み
て
も
同
様
に
か
つ
て
は
同
じ
「
太
田
家
文
書
」
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

西
村
に
関
す
る
史
料
は
『
日
置
荘
町
誌
』（
昭
和
二
九
年
発
行
）
に
も
文
禄
三
年
の
検
地
帳
の
写
、
村
明
細
帳
な
ど
本
文
書
に
は
な
い
重

要
な
村
方
文
書
が
二
〇
点
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
本
文
書
と
一
体
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
そ
の
所
在
も
確
認
で

き
ず
、
判
断
し
が
た
い
。

４

以
上
の
よ
う
に
、
本
文
書
は
全
体
と
し
て
長
期
間
に
わ
た
る
文
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
幕
末
維
新
期
が
質
・
量
と
も
に
充
実
し
て

い
る
。
本
文
書
も
含
め
て
、
本
誌
に
概
要
が
記
さ
れ
て
い
る
「
堺
銀
行
文
書
」
・
「
河
内
国
丹
南
郡
西
村
文
書
」
そ
し
て
『
日
置
荘
町
誌
』

所
収
の
西
村
の
村
方
文
書
の
伝
来
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
併
せ
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

れ
ぞ
れ
の
不
十
分
な
部
分
を
補
い
合
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
近
世
、
特
に
中
期
以
降
の
西
村
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
の
状
況
、
太
田
家

の
経
営
の
推
移
や
日
常
の
交
流
関
係
、
堺
銀
行
の
実
態
な
ど
、
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
は
数
多
い
と
思
わ
れ
る
。

（
岡
田
　
光
代
）
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作
請
負
証
」「
小
作
地
米
宛
米
約
定
証
券
」
な
ど
と
題
す
る
）、
②
金
銭
借
用
書
、
③
日
常
生
活
に
か
か
わ
る
各
種
領
収
書
（
新
聞
代
等
）、

④
私
信
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
①
②
は
明
治
二
五
年
頃
ま
で
、
③
④
は
そ
れ
以
降
に
や
や
片
寄
っ
て
残
っ
て
い
る
。
前
項
で
み
ら
れ

た
菜
種
な
ど
の
販
売
に
関
す
る
も
の
は
少
な
く
、
同
家
の
経
営
が
①
②
に
あ
る
地
主
経
営
や
貸
金
業
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
④
で
は
当
時
の
生
活
の
様
子
や
交
流
関
係
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
期
の
史
料
の
な
か
で
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る
の
が
堺
銀
行
に
関
わ
る
史
料
で
あ
る
。
堺
銀
行
に
つ
い
て
は
「『
堺
銀
行
文

書
』
の
魅
力
」（
一
五
一
頁
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
二
五
年
設
立
・
同
四
五
年
に
任
意
解
散
す
る
と
い
う
珍
し
い
経
緯
を
た
ど
っ

た
銀
行
で
、
太
田
平
治
が
一
時
頭
取
を
務
め
て
い
た
こ
と
か
ら
本
文
書
に
関
係
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
は
、
明
治
四

二
年
に
銀
行
の
建
物
を
改
修
し
た
ら
し
く
、
そ
の
時
の
請
求
書
・
領
収
書
類
と
、
翌
四
三
年
の
同
行
お
よ
び
福
田
出
張
所
宛
の
書
簡
類
で
あ

る
。全

体
と
し
て
明
治
期
の
史
料
か
ら
は
、
同
家
の
経
済
活
動
の
展
開
や
交
流
範
囲
の
広
が
り
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
３
）
年
代
未
詳

前
述
し
た
よ
う
に
年
代
未
詳
の
史
料
は
約
一
〇
〇
〇
点
を
数
え
、
全
体
の
四
割
を
も
占
め
て
い
る
。
構
成
・
内
容
は
種
々
雑
多
で
あ
る
が
、

書
簡
類
・
菜
種
販
売
代
銀
の
受
取
証
な
ど
の
取
引
関
係
の
史
料
・
各
種
領
収
書
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
書
簡
類
は
さ
ら
に
経
営
や
取
引
に
関

す
る
も
の
と
私
信
と
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
内
容
や
差
出
・
宛
名
、
郵
便
物
の
場
合
は
消
印
や
切
手
な
ど
か

ら
お
お
よ
そ
の
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
も
あ
り
、
詳
し
い
分
析
を
進
め
れ
ば
前
項
（
１
）（
２
）
の
史
料
と
あ
わ
せ
て
、
そ

の
内
容
を
補
完
す
る
も
の
と
な
り
う
る
。

３

本
文
書
群
は
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
に
古
書
店
よ
り
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
堺
銀
行
文
書
」
は
図
書
館
の
記
録
で
は
同
時
に
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「
堺
銀
行
文
書
」
の
魅
力

佐
　
　
藤
　
　
政
　
　
則

堺
銀
行
は
大
阪
府
内
の
中
堅
銀
行

堺
市
立
中
央
図
書
館
が
所
蔵
す
る
各
種
の
古
文
書
の
な
か
に
堺
銀
行
に
関
わ
る
も
の
が
多
数
存
在
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
堺
銀
行
文
書
」
で

あ
る
。
堺
銀
行
が
、
甲
斐
町
大
道
で
開
業
し
た
の
は
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
一
月
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
年
間
の
営
業
満
期
を
翌

年
に
控
え
た
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
六
月
の
株
主
総
会
に
お
い
て
、
事
業
継
続
を
選
ば
ず
任
意
解
散
を
決
議
し
た
。
解
散
手
続
き
は
円

滑
に
進
み
、
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
一
月
、
平
穏
に
清
算
を
終
了
し
た
。

堺
銀
行
の
主
要
な
歩
み
は
表
一
に
掲
げ
た
通
り
で
あ
る
。
日
清
戦
争
の
前
年
に
開
業
し
、
戦
後
の
ブ
ー
ム
に
乗
り
、
大
阪
支
店
、
富
田
林

出
張
店
を
擁
す
る
公
称
資
本
金
六
〇
万
円
の
銀
行
に
飛
躍
し
た
。
し
か
し
大
阪
金
融
界
を
直
撃
し
た
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
恐
慌
に
よ

っ
て
、
堺
銀
行
も
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
。
日
露
戦
争
が
勃
発
す
る
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
は
、
公
称
資
本
金
を
四
〇
万
円
に
減
資

し
て
損
失
金
の
補
填
を
行
っ
た
が
、
戦
後
の
不
景
気
の
な
か
で
経
営
再
建
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
営
業
満
期
が
近
づ
く
と
と
も
に
、
株
主

や
銀
行
役
員
間
の
対
立
が
表
面
化
し
、
さ
ら
に
本
店
所
在
地
が
阪
堺
軌
道
会
社
の
線
路
用
地
と
し
て
収
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
移
転
・
新
築

問
題
が
浮
上
し
た
。
つ
い
に
株
主
か
ら
解
散
の
声
が
あ
が
っ
た
。
も
っ
と
も
、
破
産
に
近
い
よ
う
な
追
い
込
ま
れ
た
解
散
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
の
清
算
処
理
が
円
満
に
終
結
し
た
よ
う
に
、
余
力
を
も
っ
た
解
散
で
あ
っ
た
。

堺
市
に
は
、
堺
銀
行
の
ほ
か
に
、
大
西
銀
行
（
甲
斐
町
）、
指
吸
銀
行
（
寺
地
町
）、
堺
共
立
銀
行
（
宿
屋
町
）、
堺
貯
蓄
銀
行
（
甲
斐
町
）、

堺
廻
り
農
村
の
御
用
留
帳
（
八
）

151

執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）

荒
武
賢
一
朗
　
大
阪
市
史
料
調
査
会
調
査
員

西
本
　
幸
嗣
　
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師

大
久
保
雅
央
　
寝
屋
川
市
史
編
纂
課
文
書
調
査
員

山

善
弘
　
花
園
大
学
非
常
勤
講
師

重
岡
　
伸
泰
　
茨
木
市
史
編
さ
ん
室
非
常
勤
嘱
託

北
林
　
千
鶴
　
貝
塚
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
古
文
書
整
理
調
査
員

山
形
　
隆
司
　
（財）
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
員

矢
内
　
一
磨
　
堺
市
博
物
館
学
芸
課
研
究
員

倉
橋
　
昌
之
　
堺
市
博
物
館
学
芸
課
研
究
員

上
田
　
歩
美
　
大
阪
歴
史
学
会
会
員

斉
藤
　
利
彦
　
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師

岡
田
　
光
代
　
大
阪
府
立
大
学
経
済
学
部
助
教
授
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「糸割符本幹糸受取覚」 貞享五年（堺小西家文書）
本文130ページ

堺御坊文書
本文131ページ

「浄土真宗門御改帳」 慶応二年（左）、
「和泉国大鳥郡上石津村検地帳」 延宝六年（右）（上石津村文書）

本文136ページ

「和泉国大鳥郡上石津村検地帳写」 延宝七年（上石津村文書）
本文136ページ



「糸割符由緒書」 嘉永四年（堺市中関係文書）
本文140ページ

「宗旨御改帳」 享和三年（堺真宗寺文書）
本文141ページ

堺耳家文書
本文142ページ

「堺南芝居（新地南芝居）歌舞伎芝居役割番付」 弘化三年
（堺芝居番付） 本文143ページ



「申年当所御取ケ下札写」 寛永二一年（河内国丹南郡西村太田家文書）
本文146ページ

「河州丹南郡日置西村巳御取ケ免状」 元禄二年（河内国丹南郡西村文書）
本文137ページ

啓蒙学館　「生徒出席簿」（左）、「生徒昇堂名簿」（右） 明治六年
（河内国丹南郡西村太田家文書） 本文147ページ




